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第 条（運転者 遵守事項）に 項目を追加 罰 則 行政処分

○ 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために 

○ 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を 

 聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状 

 ○ 反則通告制度による反

則金 

愛知県道路交通法施行細則の一部改正 

愛 知 県 警 察 

○ 自転車運転中の携帯電話の使用 
禁止 

 
 
 
○ 大音量でイヤホン等を使って音 
楽等を聞くなど、安全な運転に必 
要な音や声が聞こえないような状 
態で自転車を運転することの禁止 

平成２４年４月１日施行 

※ メールなどにより、携帯電話の画面を注視す

ることは禁止です。 

※ 安全な運転に必要な音や声とは、例えば、救

急車等のサイレン、他の車のクラクション等があ

たります。 

罰則：５万円以下の罰金

○ 大音量でカーラジオ等を聞くなど、安全な運転に必要な音 

や声が聞こえないような状態で自動車や原付バイクなどを運 

転することは禁止です。 


